
昭  島  市

 　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、各指標を公表します。
　 実質赤字比率など４つの指標からなる健全化判断比率には、国が定めた早期健全化基準
 が設けられており、この基準を１つでも超えると財政健全化計画の作成などが義務付けら
 れ、悪化した市の財政を建て直すことになります。また、公営企業については、各会計ご
 とに資金不足比率を算定することになっており、経営健全化基準が定められています。
　 令和５年度の健全化判断比率・資金不足比率の状況は以下の表のとおりです。
　 各指標それぞれの算定方法などについては次ページ以降で解説します。

１.健全化判断比率

指標の名称

実 質 赤 字 比 率

連 結 実 質 赤 字 比 率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

※　実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び将来負担比率が算定されない

　場合は、「－」と表示しています。

早期健全化基準健全化判断比率

―

0.2%

―

―

令和５年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の状況

―

35.0%

30.00%

20.00%

財政再生基準

350.0%

25.0%

17.20%

12.20%

健全化判断比率の状況 （★＝昭島市の値）

①

②
 　　                 △25.42％

③

④

※いずれも、市の財政規模に対する①一般会計・中神駅北側地域整備事業特別会計の赤字額の割合、
②一般会計に特別会計などを含めた全会計の赤字額の割合、③全会計の借金の返済に充てた税など
一般財源の割合（３か年平均）、④地方債（借金）残高など将来負担すべき実質的な負債の割合です。
※①・②は赤字の程度を示す指標のため、黒字の場合は△（マイナス）表記となります。
※④は負債の程度を示す指標のため、将来負担額を充当可能財源などが上回った場合は△（マイナス）
表記となります。

　  　  △8.03％　　　　　　　　

350.0% 0%

将 来 負 担 比 率
　 　 △53.5％　　　　　

35.0% 25.0%

実 質 公 債 費 比 率
     0.2％　　

0%

30.00% 17.20% 0%

連 結 実 質 赤 字 比 率

0%

　　△32.11％

財政悪化 財政健全

20.00% 12.20%

実 質 赤 字 比 率

財政再生基準 早期健全化基準
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２.資金不足比率

特別会計の名称

中神土地区画整理事業特別会計

水 道 事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計

※資金不足額がない場合は「－」と表示しています。

　　健全化判断比率はいずれも早期健全化基準を大きく下回り、資金不足比率についても
　発生していません。これらの指標では本市の財政状況は「健全」であることを示す結果
　となりました。
  　しかしながら、物価高騰に係る経費の増や公共施設の老朽化への対応等が見込まれる
　ため、昭島市の財政状況は「健全」ではあるものの、余裕はない状況です。
　　今後も健全化判断比率・資金不足比率の各指標が「健全」な水準を保つことができる
　よう、将来を見据えた計画的な財政運営に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を
　挙げるためにも効果的・ 効率的な予算執行に努めてまいります。

資金不足比率

―

―

―

経営健全化基準

20.0%

20.0%

20.0%

資金不足比率の状況 （★＝昭島市の値）

※赤字の程度を示す指標のため、黒字の場合は△（マイナス）表記となります。

水 道 事 業 会 計

20.0% 0%

下 水 道 事 業 会 計

20.0% 0%

財政悪化 財政健全

中 神 土 地 区 画 整 理 事 業
特 別 会 計

20.0% 0%

　△100.0％　

　△241.5％　 

△88.7％

経営健全化基準

－２－



　早期健全化基準
　　　地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、
　　自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤
　　字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のそれぞれについて定められた数値です。

　財政再生基準
　　　地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的
　　な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき
　　基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のそれぞれについて、
　　早期健全化基準を超えるものとして定められた数値です。

　経営健全化基準
　　　地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、
　　資金不足比率について定められた数値です。

　(1) 実質赤字比率

　実質赤字比率は、市の財政規模に対する一般会計等の赤字額の割合を示します。家計に
例えると、一年間の収入から支出を引き、赤字になった額が家計の規模に対してどのく
らいの割合であったかを表すものです。
　※以下、特に断りのない場合、単位はすべて千円です。

一般会計等の実質赤字額

23,409,989

（参考）実質黒字額が1,880,268千円でしたので、実質黒字比率を算定すると8.03％となります。

　　　　黒字決算のため実質赤字比率は算出されませんでしたが、仮に各基準に達する場合の

　　　　赤字額を試算すると、一般会計等の実質赤字額が、2,856,019千円になると早期健全化基

　　　  準（12.20％）に、4,681,998千円になると財政再生基準（20.00％）に達してしまうこと

　　　  になります。

　実質赤字額

　　　歳入から歳出を単純に引いた「形式収支」から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた

　　収支が赤字になった場合の、当該赤字額を言います。

　　　※一般会計等の実質黒字額1,880,268千円の内訳

　　　　・一般会計　　　　　　　　　　　：1,867,427

　　　　・中神駅北側地域整備事業特別会計：12,841　※令和５年度から一般会計等に追加

　標準財政規模

　　標準税収入額等22,889,498＋普通交付税額484,654＋臨時財政対策債発行可能額35,837

　　＝23,409,989

　　　普通交付税の算定にあたり、市税や地方譲与税などの一般財源（何にでも使えるお金）

　　の収入額がどのくらいの規模であるかを示す数値を言い、各自治体の財政規模を表しま

　　す。なお、一般財源の不足に対処するため、地方財政法第５条の特例として、一定額内で

　　臨時的に発行できる借金（臨時財政対策債）の額を含みます。

標準財政規模
－

＝
実質赤字比率(%)

な　　し
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　(2) 連結実質赤字比率

　連結実質赤字比率は、市の財政規模に対する全会計の赤字額の割合を示します。家計
に例えると、仕送りを受けて一人暮らしをしている子どもなど、お金のやりとりのある
世帯を合わせて、一年間の収入から支出を引き、赤字になった額が主たる世帯の家計の
規模に対してどのくらいの割合であったかを表すものです。
　令和５年度決算においては、全ての会計で黒字となり、合計すると7,516,965千円の
黒字となりました。

全会計の実質赤字額

23,409,989

（参考）全会計の実質黒字額が7,516,965千円でしたので、連結実質黒字比率を算定すると32.11％

　　　　となります。
　　　　黒字決算のため連結実質赤字比率は算出されませんでしたが、仮に各基準に達する場合の

　　　　赤字額を試算すると、全会計の実質赤字額が、4,026,519千円になると早期健全化基準

　　　  （17.20％）に、7,022,997千円になると財政再生基準（30.00％）に達してしまうことに

　　　  なります。

　全会計の実質赤字額（括弧内は実質黒字額）

　　一般会計等 ：なし (1,880,268)

　　（中神駅北側地域整備事業特別会計を含む。）

　　国民健康保険特別会計 ：なし (160,431)

　　介護保険特別会計 ：なし (327,296)

　　後期高齢者医療特別会計 ：なし (33,842)

　　中神土地区画整理事業特別会計：なし (32,396)

　　水道事業会計 ：なし (3,615,458)

　　下水道事業会計 ：なし (1,467,274)

　　　全会計とは、上記の会計となります。

　　　なお、地方公営企業法が適用される水道事業会計及び下水道事業会計の赤字額は、企業債

　　を除いた流動負債から流動資産を差し引いた額となります。（令和５年度にはございませんが、

　　翌年度繰越事業に係る収入がある場合は、これを除いた流動資産を企業債を除いた流動負債か

　　ら差し引きます。）

　　　また、法非適用宅地造成事業の中神土地区画整理事業特別会計は、実質収支額と土地収入

　　見込額の合計が赤字になった場合の額となります。

　　　他の会計は一般会計等と同様、歳入から歳出を単純に引いた「形式収支」から翌年度に繰り

　　越すべき財源を差し引いた収支が赤字になった場合の、当該赤字額を言います。

標準財政規模
－

連結実質赤字比率(%)
＝

な　　し

－４－



　(3) 実質公債費比率

　実質公債費比率は、市の財政規模に対する、特別会計などを含めたすべての借金の返
済に充てた税など一般財源の割合を示します。家計に例えると、住宅ローンなどの借金
返済額が、一年間の家計でどのくらいの割合を占めていたかということです。
　なお、前３か年の平均値を令和５年度決算の実質公債費比率として扱います。

（参考） 令和５年度決算における実質公債費比率は、各基準を大きく下回る結果となり、

仮に令和５年度単年で各基準に達する場合の額を試算すると、2,150,305千円だった借金

返済額等が、7,545,536千円になると早期健全化基準（25.0％）に、9,742,679千円になる

と財政再生基準（35.0％）に達してしまうことになります。　　

　借金返済額等

　　一般会計等が直接支払った借金返済額　　　　　：

　　公営企業会計の借金返済に充てるための繰出金：

　　一部事務組合の借金返済に充てるための負担金：

　　　通常、借金返済額（公債費）として扱うものは一般会計等が直接支出する借金返済額だけ

　　ですが、実質的に借金返済額と考えられるもの（実質公債費）として、公営企業会計や一部

　　事務組合の借金返済に充てるために一般会計が支払った額のほか、令和５年度決算にはござ

　　いませんが、公債費に準ずる債務負担行為に係る支払額（例えば社会福祉法人が施設の建設

　　のために借り入れた借入金の償還に対する補助など）、一時借入金に係る利子の支払額をこ

　　の指標では含みます。

　特定財源・普通交付税で措置される額

　　特定財源　　　　　　　　：

　　普通交付税で措置される額：

　　　特定財源とは、使い道が定められていてほかには使えない収入のことを言います。ここで

　　対象とされるものは、都市計画事業のための借金返済に充てることができる都市計画税です。

　　　普通交付税で措置される額とは、減税補塡債など普通交付税算定上の需要（支出）額に含

　　まれる国の施策による借金返済額で、公債費比率の計算において分母・分子ともに差し引く

　　ことになっています。

＝

実質公債費比率
(単年度)   (%)

0.44432

特定財源・
普通交付税で措置される額

2,052,682

普通交付税で措置される額

令和３年度
比率　 (%)

0.09822

令和５年度
比率　 (%)

0.44432
＋

令和４年度
比率　 (%)

0.33037
＋ ＝

実質公債費比率 (%)

0.2
÷ ３

借金返済額等

2,150,305

標準財政規模

23,409,989 1,438,573

1,828,763

320,643

899

1,438,573

614,109

－５－



　(4) 将来負担比率

　将来負担比率は、市の財政規模に対する地方債（借金）残高など一般会計等が将来負
担すべき実質的な負債の割合を示します。家計に例えると、住宅ローンなどでまだこれ
から払わなければならない残額から貯金などを差し引いた金額が、一年間の家計の規模
と比べてどのくらいかという割合です。

（参考）将来負担額より充当可能財源等が多いため比率が算定されませんでしたが、充当可能財源等の

　　　　超過率を算定すると△53.5％となります。

　　　　令和５年度決算における将来負担比率は、早期健全化基準を大きく下回る結果となりましたが、

        仮に早期健全化基準に達する場合の額を試算すると、23,272,351千円だった将来負担額が、

　　  　111,934,993千円になると早期健全化基準（350.0％）に達してしまうことになります。　

　将来負担額

　　一般会計等の借金の残高　　　　　　　　　　　　　：

　　公営企業会計の借金残高のうち一般会計支払見込額：

　　一部事務組合の借金残高のうち一般会計支払見込額：

　　職員の退職手当負担見込額　　　　　　　　　　　：

　　　一般会計の借金の残高のほか、公営企業会計や一部事務組合の借金の残高のうち負担金とい

　　った形で一般会計が支払うと見込まれる額、債務負担行為として既に今後の支払契約を結んで

　　いるもの及び職員の退職手当負担見込額などの総額になります。

　充当可能財源等

　　充当可能基金　　　　　　　　　　　：

　　充当可能特定歳入　　　　　　　　　： 

　　今後普通交付税で措置される額の合計：

　　　今ある貯金の額、都市計画事業のための借金返済に充てることができる都市計画税等の特定

　　財源額などのことです。

　　　なお、実質公債費比率と同様、普通交付税で措置される額は分母・分子ともに差し引くこと

　　になっています。（分母は令和５年度に措置された返済額、分子は今後措置される借金総額｡）

19,762,176

3,822,572

11,450,289

16,468,234

1,873,229

4,255

4,926,633

充当可能財源等

35,035,037

普通交付税で措置される額

1,438,573

将来負担額

23,272,351

＝
将来負担比率 (%)

－
標準財政規模

23,409,989

－６－



　(5) 資金不足比率

　資金不足比率は、公営企業の事業規模に対する資金不足額（赤字額）の割合を示し
ます。

①中神土地区画整理事業特別会計

資金の不足額

32,396

（参考）資金剰余額が32,396千円でしたので、資金剰余比率を算定すると100.0％となります。

②水道事業会計

資金の不足額

1,496,888

（参考）資金剰余額が3,615,458千円でしたので、資金剰余比率を算定すると241.5％となります。

③下水道事業会計

資金の不足額

1,653,714

（参考）資金剰余額が1,467,274千円でしたので、資金剰余比率を算定すると88.7％となります。

 資金の不足額

 　中神土地区画整理事業特別会計では実質赤字額から土地収入見込額を差し引いた額となります。

 　水道事業会計及び下水道事業会計では企業債を除いた流動負債から流動資産を差し引いた額と

 　なります。（令和５年度にはございませんが、翌年度繰越事業に係る収入がある場合は、これを

　 除いた流動資産を企業債を除いた流動負債から差し引きます。）

 事業の規模

 　　営業収益の額から受託工事収益の額を差し引いた額（又はそれに相当する額）のことです。

 　なお、中神土地区画整理事業特別会計では、実質黒字額と土地収入見込額の合計額となります。

事業の規模
－

＝
資金不足比率(%)

事業の規模

な　　し

な　　し

資金不足比率(%)
＝

－
事業の規模

な　　し

資金不足比率(%)
＝

－

－７－



　≪参考≫　昭島市における健全化判断比率等の対象範囲

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

中神土地区画整理事業特別会計

水道事業会計

下水道事業会計

東京たま広域資源循環組合 ※

東京都十一市競輪事業組合

東京都六市競艇事業組合

東京市町村総合事務組合

立川・昭島・国立聖苑組合

東京都後期高齢者医療広域連合

※資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定します。

土地開発公社

　一部事務組合
　広域連合

　地方公社
　第三セクター
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